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は じ め に
～「人

じん けん
権」とはなんだろう？～

　一
いっぱんてき

般的に「人権」は「人間が人間らしく幸せに生きていくための権利」といわれて
います。
　この考え方は、17 世紀頃

ごろ

にヨーロッパから芽生えたといわれていますが、その当
時は「白人の成人男性」といった特定の属性に対してのものだったそうです。

　その後、第二次世界大戦の際には、優生思想による人種差別や人命を軽視した大
量虐

ぎゃくさつ

殺などの深刻な人権侵
しんがい

害が横行しました。
　この反省から、1948 年に国連で「世界人権宣言」が採

さいたく

択され、初めて人権の保
障が国際的に掲

かか

げられたことで、今日では人権の尊重は平和の基
き

礎
そ

であると考えられ
ています。

　また、日本では、戦後に制定された日本国憲法において、「基本的人権の尊重」が、
「国民主権」、「平和主義」と並ぶ憲法の基本原理とされ、これまでに様々な取組が
進められてきました。

　しかしながら、国際化、情報化、少子高
こ う れ い か

齢化が進み、それにより子どもや外国人な
ど様々な人権分野における課題が複雑化したほか、性の多様性など社会における人
権意識の高まりとともに新たに生起・顕

け ん ざ い か

在化した人権課題が存在しています。

　とりわけ、近年においては、様々な人権課題に関連してインターネットを介
かい

した人
権侵

しんがい

害が深刻化し、こうした状
じょうきょう

況がさらに進むことによって社会の分断を招き、ひい
ては基本的人権の根幹を揺

ゆ

るがすことも懸
け ね ん

念されるところです。

　このような状
じょうきょう

況に対して、今一度、私たち一人ひとりが様々な個性を持ったかけが
えのない存在であることなど、人権の基本理念への理解を深めるとともに、様々な人
権課題に対しては、「誰

だれ

か」のことではなく自分自身のこととして考え、人権を尊重し
た行動をとることが大切です。

　この冊子では、様々な人権分野について解説をしています。
　あらためて人権について学んでいただき、すべての人の人権が尊重される社会を
つくりあげることにつながれば幸いです。

　　　　　　　　　　　　　　　　2026 年 ( 令和８年 ) ３月
滋賀県総合企画部人

じん けん

権施策推進課
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「私
わ た し

らしく」を、社
し ゃ か い

会の当
あ

たり前
ま え

に

男
だ ん

女
じ ょ

共
きょう

同
ど う

参
さ ん か く

画を取
と

り巻
ま

く状
じょうきょう

況
　滋

し

賀
が

県
けん

では、働く女性は増加してきましたが、その就業形態は、非正規労働が多く、女性の雇用者に占
し

める非
正規の職員・従業員の割合は、全国１位の高さとなっています。また、起業家のうち女性が占

し

める割合も全国平
均に比べ低い状

じょうきょう

況です。
　育児・家事に関しては、男性の育児休業取得率が年々向上するなど、男性の参画が進みつつありますが、共働
きであるかないかに関わらず、家事・育児等の家庭内のケアワークは依

い

然
ぜん

として女性が主な担い手となっており、
令和６年に行われた内閣府の調査の結果によると、およそ７割の人が社会全体で「男性が優

ゆうぐう

遇」されていると感
じていることから、性別による固定的役割分担意識が依

い

然
ぜん

強く残っていると考えられます。

　また、重大な人権侵害であるドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）やセクシュアルハラスメント、性犯罪、売買春、
ストーカー行

こう

為
い

など、男女間のあらゆる暴力は決して許されるものではありません。誰もが人権を尊重される男
女共同参画社会の実現に向け根絶しなければならない問題です。

　「男性は仕事、女性は家庭」のような固定的な性別による役
割分担が残っていることや、「女性は数学が苦手」といった無
意識の思い込み（アンコンシャス・バイアス）が未だ多く存
在し、性別間の格差に影

えいきょう

響しています。このような考え方を
見直していき、誰

だれ

もが性別にとらわれずに多様な人生を選択
できる社会を実現していくことが大切です。

やりたいこと、
得意なことに

性別は関係ないのだー。
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性
せ い べ つ

別で決
き

めつけていませんか？
　人には生まれついての生

せいぶつがくてき

物学的性
せいべつ

別（セックス）があります。また、社会通念や慣習によりつくり上げられた
「男性像」（「男性に期待される行動」）「女性像」（「女性に期待される行動」）があります。このように社会的につ
くられた性別を「ジェンダー」といいます。ジェンダーに基づく固定観念は、多様な個性をもつ人を、「男性はこ
うあるべき」「女性はこうあるべき」と決めつけてしまい、個性や能力の発揮を妨

さまた

げることもあります。
　性別にかかわらず社会のあらゆる分野に対等に参画し、それぞれの個性や能力を発揮できる社会づくりが求め
られています。

安
あ ん し ん

心・安
あ ん ぜ ん

全な暮
く

らしの実
じ つ げ ん

現に向
む

けて
　配

はいぐうしゃ

偶者や恋
こい

人
びと

など親密な関係にある・あった者から振るわれる暴力を「ドメスティック・バイオレンス（DV）
といい、身体的暴力のみならず、精神的に相手を追い込むことや、性的、経済的暴力なども含

ふく

まれます。
　これらの問題の解決をめざして、「配

はいぐうしゃ

偶者からの暴力の防止及
およ

び被
ひ

害
がい

者
しゃ

の保護等に関する法律（配
はいぐうしゃ

偶者暴力防止
法）」が 2001 年（平成 13年）10月に施

し

行
こう

され、被害者に対する公的な相談や支
し

援
えん

体制の充
じゅうじつ

実が図られています。
　また、DVは、個人的な問題ととらえられがちであるため、発見や解決が遅

おく

れやすいうえに、パートナーから暴
力を受けると、被

ひ

害
がい

者
しゃ

の方が自分を責めてしまうケースが多く見受けられます。
　また DV以外にも「性犯罪」、「売買春」、「ストーカー行

こう

為
い

」などの暴力や「セクシャルハラスメント」は、人
権を著しく侵

しんがい

害するもので、早急に対応する必要があります。これらは犯罪となる行
こう

為
い

をも含む重大な人権侵
しんがい

害
であることを認識し、暴力を許さない安心・安全な暮らしの実現に努めていかなければなりません。

誰
だ れ

もが自
じ ぶ ん

分らしく幸
しあわ

せを感
か ん

じられるために

リプロダクティブ・ヘルス／ライツ（性
せ い

と生
せいしょく

殖に関
か ん

する健
け ん こ う

康と権
け ん り

利）

　出産する時期や子どもの人数、子どもを産む・産まないなどを決める権利を有すること「リプロダクティブ・
ヘルス／ライツ」は、自らのライフプランを考える上で、重要な視点です。加えて、男女それぞれがお互

たが

いの性
や健康に関する理解を深めるとともに、ライフステージや性差に応じて適切な健康づくりへの支

し

援
えん

や医
いりょう

療が受け
られる環

かんきょう

境を整備することで、誰
だれ

もが自分らしく幸せを感じられる社会の実現につながっていきます。

　性別にかかわらずともに輝
かがや

いて生きていくことができる社会の実現をめ
ざして、2002 年（平成 14 年）4 月に「滋

し

賀
が

県
けん

男女共同参画推進条例」
を施

し こ う

行しました。この条例では、男女が、社会の対等な構成員として、自
みずか

らの意思によって、家庭、地域、学校、職場などあらゆる分野の活動に参画する機会が確保されるよう、県と県民、
事業者のみなさんがそれぞれ主体的に取り組むことを定めています。また、「滋

し

賀
が

県
けん

配
はいぐうしゃ

偶者等からの暴力の防止お
よび被

ひがいしゃ

害者の保護等に関する基本計画」(2025 年（令和７年）3月改定）により、DV防止と被
ひがいしゃ

害者の適切な保
護および自立支

しえ ん

援にかかる総合的かつ積極的な施
しさ く

策の展開を図っています。
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みんなが休める
場所があると良いな

大きな
滑り台が欲しいな

みんなで
新しい公園を
考えてみよう！

子
こ

どもの意
い け ん

見、尊
そ ん ち ょ う

重しよう

子
こ

どもの人
じ ん け ん

権を取
と

り巻
ま

く状
じょうきょう

況
　子どもは、今を生きる大切な存在であるとともに、次代の社会を担う存在であって、明日の滋

し

賀
が

の希望です。　
　しかしながら、虐

ぎゃくたい

待やいじめ、不登校、非行、貧困、ヤングケアラーの問題など、子どもを取り巻く状
じょうきょう

況は深
刻です。こうした状況を改善するためには、多様な主体が相

そう ご

互に連
れんけい

携・協力をし、社会全体で子どもの権利を守っ
ていく必要があります。

　子どもの権利を守り、誰
だれ

一人取り残すことなく、全ての子どもたちが自分らしく、健やかに、安心して育ち、
子どもと子どもを取り巻く全ての人が笑顔で幸せに暮らすことができる社会の実現を目指していくためには、子
どもも大人も、子どもの権利について学び、考え、行動することが期待されています。
　また、大人については、子どもに対して分かりやすく子どもの権利を伝えるとともに、子どもの立場に立って、
子どもの意見に耳を傾

かたむ

け、適切に応答する責任があります。
　そして、子ども自身には、自分がかけがえのない存在であることや、自分以外の子どもにも同じく権利がある
ことを理解し、互

たが

いの権利を尊重することが求められます。

　すべての子どもは、自分に関わるすべてのことについて意
見を表明する権利や、多様な社会的活動に参画する権利を持っ
ています。この権利を守るために大人は、子どもにとってわ
かりやすく情報を伝えるとともに、子どもが意見を表明しや
すい環

かんきょう

境をつくるなどの取組を行っていく必要があります。
そのうえで出てきた意見に対して適切に応答をしていくこと
が大切です。

子どもには子どもの意見
がたくさんあるのだー。
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　虐
ぎゃくたい

待の問題の解決をめざして、「児童虐
ぎゃくたい

待の防止等に関する法律」
（児童虐

ぎゃくたい

待防止法）」が2000年（平成12年）11月施
しこ う

行されま
した。法律では虐

ぎゃくたい

待を受けていると思われる子どもを見かけた場
合には、だれもが最寄りの市町または子ども家庭相談センターへ
「通告」しなければならないことが定められています。
　しかし、私たち一人ひとりが地域の中で声をかけるなど、子ど
もや家庭の様子の変化に早く気づくことによって、子どもを虐

ぎゃくたい

待
から守ることが何より大切です。

子どもの主張をそのまますべて受け
入れるのではなく、その思いを大切
に受け止めた上で、子どもが他者の
権利も尊重しながら自ら考え、行動
できるよう、大人がコミュニケーショ
ンをとりながらサポートしていくこ
とが必要です。

（家から出さない､ 食事を与えない、
	清潔にしないなど）
（�言葉によるおどし、無視、きょうだい間の差別
的な扱い、子どもの前でのＤＶ（ドメスティッ
クバイオレンス）など）

自分の権利ばかり主張して、子ども
がわがままにならないか？

子どもな
らではの

権利も

あるんだ
よ

　子どもの権利が守られ、すべての子どもが心身ともに健
すこ

やかに安心して
成長することができる社会をめざし、2025 年（令和７年）４月に「滋

し

賀
が

県
けん

子ども基本条例」を施
し こ う

行しました。また、「滋
し

賀
が

県
けん

児童虐
ぎゃくたい

待防止計画」、
(2025 年（令和７年）3月改定）により、児童虐

ぎゃくたい

待防止のための総合的
な取組を行っています。

R1

7,873

8,201

8,301

7,901

8,658

8,566

R2 R3 R4 R5 R6

8,700

8,600

8,500

8,400

8,300

8,200

8,100

8,000

7,900

7,800

※県子ども家庭相談センターおよび19市町で支援
　・対応した件数。ただし、県と市町が連携して支
　援・対応したケースは調整を行っている。

児童虐待相談対応件数
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年
ねんれい

齢にかかわらず活
かつやく

躍でき
る共生社会をつくるのだー。

いきいきと活
か つ や く

躍できる社
し ゃ か い

会へ

高
こ う

齢
れ い

者
し ゃ

の人
じ ん け ん

権を取
と

り巻
ま

く状
じょうきょう

況
　滋

し

賀
が

県
けん

の総人口における６５歳
さい

以上の高
こうれいしゃ

齢者の割合は、２０２４年（令和６年）４月１日現在で２７．３％であ
り、高

こうれいしゃ

齢者数がピークとなる２０４５年（令和２７年）頃には、高
こうれいしゃ

齢者は今より約８万人多い４５万人、高
こうれいか

齢化
率は３５．５％になる見

み

込
こ

みです。また、認知症の人は２０２５年 ( 令和７年 ) には約７万５千人、２０４０年（令
和２２年）には１０万８千人（６５歳以上の高

こうれいしゃ

齢者の約４人に１人）になると見
み こ

込まれており、高
こうれいしゃ

齢者の人権を
守る取組が豊かな社会を作るための重要な課題となっています。

　しかしながら高
こうれいしゃ

齢者をとりまく環
かんきょう

境は厳しく、高
こうれいしゃ

齢者に対する暴力、暴言、世話・介
か い ご

護の拒
き ょ ひ

否といった虐
ぎゃくたい

待、
認知の低下につけこんだ詐

さ

欺
ぎ

など、多くの問題が発生しています。

　これらを解決していくため、高
こうれいしゃ

齢者の社会参加や地域との関わり合いを進め、地域で支えるための仕組みを作っ
ていくことが重要です。

　高
こうれいしゃ

齢者がこれまでの経験で培
つちか

ってきたさまざまな知識や技
術を社会のために役立て、生きがいを持って地域などで活

かつやく

躍
する姿は、若い世代にとっても心強いものです。
　お互

たが

いの考え方や生き方を世代を超
こ

えて尊重し、理解し合
うとともに、高

こうれいしゃ

齢者が生き生きと活
かつやく

躍できるようみんなで考
え実

じっせん

践していくことが大切です。

おじいちゃん
ありがとう！

うん、昔の経験が
活かせて楽しいよ！

おもちゃの
おいしゃさん
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高
こ う れ い し ゃ

齢者の権
け ん り

利を守
ま も

るために
　近年、身体的暴力、言葉の暴力や無視、日常的な世話や介

か い ご

護など
の拒

き ょ ひ

否、財産の不当な処分や年金を渡
わた

さないなどの高
こうれいしゃ

齢者に対する
虐
ぎゃくたい

待が深刻化しています。このような虐
ぎゃくたい

待から高
こうれいしゃ

齢者を守るために、
2006 年（平成 18 年）4月に「高

こうれいしゃ

齢者虐
ぎゃくたい

待の防止、高
こうれいしゃ

齢者の養護者
に対する支

し

援
えん

等に関する法律（高
こうれいしゃ

齢者虐
ぎゃくたい

待防止法）」が施
しこ う

行されました。
また、高

こうれいしゃ

齢者は、判断能力の低下などにつけ込
こ

まれて、詐
さ ぎ

欺や悪質商
法などの被

ひ が い

害にあうことがあります。被
ひ が い

害にあうおそれのある人の財
産、権利を守るためには、周囲の人の支

しえ ん

援や成年後見制度※などの活用
が必要です。

介
か い ご

護と人
じ ん け ん

権
　高

こうれい

齢になり、身体的な機能の低下や病気、認
にんちしょう

知症などで介
か い ご

護が必要
になると、生きがいを失ったり、孤

こ ど く

独に陥
おちい

ったり、社会から疎
そ が い

外され
ているように感じる人もいます。高

こうれいしゃ

齢者が人間としての尊厳を保って
いくためには、周りの人の理解と配

はいりょ

慮が必要です。

　また、介
か い ご

護は長期に及
およ

ぶことが多いため、家族だけで介
か い ご

護を行うこ
とが困難なこともあります。介

か い ご

護保険制度は、介
か い ご

護を受ける人が、こ
の制度を利用することによって、自分の状態に応じたさまざまなサー
ビスを選ぶことができ、介

かい ご

護をする人の負担軽減にも役立っています。

　利用者の意思を尊重した介
か い ご

護サービスの提供および基
き ば ん

盤整備の充
じゅうじつ

実を図
るとともに、健康や生きがいづくりをはじめとする高

こうれいしゃ

齢者をとりまくさま
ざまな課題への取組を進めるため、「レイカディア滋

し

賀
が

 高
こうれいしゃ

齢者福祉プラン」
(2024 年（令和６年）3月改定）により、だれもが高

こうれい

齢になっても安心し
て暮らせる地域づくりをめざしています。

R4.3 R5.3 R6.3 R7.3

73,000

72,000

71,000

70,000

69,000

68,000

67,000

66,000

67,791

68,521

70,590

72,619
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障害のある人が暮らしや
すい社会は、みんなにとっ
ても暮らしやすいのだー。

※障害の社会モデルとは
　障害のある人が日常生活や社会生活において受ける制限
は、心身の機能障害のみによって生じるものではなく、社
会の中にあるバリア（社会的障

しょうへき

壁）によって生じるもので
あるという考え方です。

共
き ょ う せ い し ゃ か い

生社会は、誰
だ れ

もが主
し ゅ や く

役に

障
しょう

害
が い

者
し ゃ

の人
じ ん け ん

権を取
と

り巻
ま

く状
じょうきょう

況
　滋

し

賀
が

県
けん

の２０２３年度末(令和５年度末)における障害のある人の数（手帳所持者）は、身体障害者５２，８２９人、
知的障害者１６，７６２人、精神障害者１４，３９５人と、いずれも増加傾

けいこう

向にあります。障害のある人と共生す
る社会づくりを進めていくことが益々重要となっています。
　このような状

じょうきょう

況のなか、県内の民間企
きぎょう

業における障害者雇
こよ う

用率は全国平均を上回るなど（令和６年時点）障害
者との共生が進みつつありますが、その一方で、依

いぜ ん

然として課題が残されています。物理的な障害がいまだ多く
存在することや、障害を理由とした入店拒

きょ ひ

否といった差別的な対応がいまだに起こっています。また、障害者に
対する虐待についての相談も多く相談機関に寄せられており、それぞれの人が望む暮らしを実現するためには、
多くの課題があります。
　引き続き、障害に対する理解を深め、障害の有無に関わらず誰

だれ

もが安心して暮らせる共生社会の実現を目指す
ことが求められます。

　障害のある人への配
はいりょ

慮は、結果として社会全体にとっても
メリットがあります。例えば、車

くるまいす

椅子の方のために設置され
たスロープは、ベビーカーを押

お

す人、荷物を運ぶ人、足
あしこし

腰が
弱まった高

こうれいしゃ

齢者などにとっても有益なものとなります。　
　また、こうした配

はいりょ

慮を積み重ねることで、人それぞれの異
なる事情による多種多様な暮らしを社会として受け入れる風
土が作られ、そして、「障害の社会モデル※」などの考え方の
理解が深まることで誰

だれ

もが排
はいじょ

除されることなく、自分らしく
生きられる共生社会の実現につながっていきます。

思いっきり走っても
こけなくて楽しい

バリアフリーが進んで、
配達が楽になった

歩きやすくなったから、
よく出かけるようになったの
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コラム　「旧
きゅう

優
ゆう

生
せい

保
ほう

護
ご

法
ほう

をめぐる状
じょうきょう

況」
　1948 年（昭和 23 年）に制定された旧優生保護法は、優生上の見地から不良な子孫の出生を防止するとともに、母性の生命健康を保

護することを目的として、優生手術（不
ふにん
妊手術）などについて規定されていました。

　その後の法改正により、この規定は削
さくじょ
除されましたが、それまでに約２万５千件の優生手術が行われ、多くの人が特定の障害等を有する

ことなどを理由に心身に多大な苦痛を与
あた
えられてきました。

　こうした中、2024 年（令和６年）７月に最高裁判所において、旧優生保護法の優生手術に関する規定が憲法違
いはん
反と判断さたことにより、

国は旧優生保護法が憲法違
いはん
反で、著しく人権を侵害した法律だったことを認め、被害者への謝罪を行うとともに、補

ほしょう
償や偏

へんけん
見差別の根絶に

向けた施
しさく
策の推進等を行っています。

バリア（社
し ゃ か い て き し ょ う へ き

会的障壁）を取
と

り除
の ぞ

こう
　障害のある人にとっては、歩道に段差があったり、駅にエレベーターが設置されていないなどの「物理的なバ
リア」、手話通訳や点字、字幕放送などが十分でないなどの「文化・情報面でのバリア」、資格や就業に関わる「制
度的なバリア」があります。また、障害のある人を特別視することや、障害のある人は不便な状況にあって当た
り前というような考え方は、課題解決にあたっての大きな壁であり、「心のバリア（意識上のバリア）」ともいえ
ます。今後、さらに、心のバリアフリーやユニバーサルデザインのまちづくりを推進していくことが必要です。

障
し ょ う が い

害について正
た だ

しく理
り か い

解し、ともに生
い

きる社
し ゃ か い

会をめざして
　2016 年（平成 28 年）4月には、全ての国民が、障害の有無によって分け隔

へだ

てられることなく、相互に人格
と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（障害
者差別解消法）」が施

しこ う

行されました。
　この法律では、障害を理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒

きょ ひ

否したり、制限したり、条件をつけ
たりするようなことは、不当な差別的取

とりあつか

扱いとして禁止されています。さらに、障害のある人から何らかの配
はいりょ

慮
を求める意思の表明があった場合には、負担になりすぎない範

はん い

囲で、社会的障
しょうへき

壁を取り除くために必要で合理的
な配

はいりょ

慮（合理的配
はいりょ

慮）を行うことが求められています。なお、2024 年（令和６年）４月に改正法が施
し こ う

行され、
事業者による合理的配

はいりょ

慮の提供が義務化されました。

障
し ょ う が い

害のある人
ひ と

の自
じ り つ

立と社
し ゃ か い さ ん か

会参加をめざして
　障害のある人が地域で自立した生活を送るためには、バリアフリーを推進するとともに、介

かいじょ

助サービスの一層
の拡
かくじゅう

充を図ることが求められています。経済的な自立という観点からは、雇
こよ う

用の場の確保を促
そくしん

進することが必要
です。社会的な支

しえ ん

援とともに、周囲の人が障害のある人の自立や社会参加に向けて理解を深め、ともに生きる社
会づくりをめざして、2005 年（平成 17年）11月に「障害者自立支

しえ ん

援法〕が制定されました。
　また、2013 年（平成 25年）6月には、「障害者の雇

こよ う

用の促
そくしん

進等に関する法律」が一部改正され、雇
こよ う

用の分野
における「障害者に対する差別の禁止」および「合理的配

はいりょ

慮の提供義務」が定められました。

　だれもが自らの意思で自由に行動でき、安全で快適に生きがいを持って暮
らすことができる社会づくりをめざし、2004 年（平成 16 年）8月に「だ
れもが住みたくなる福

ふく し

祉滋
し が

賀のまちづくり条例」を改正施
しこ う

行しました。
　また、「淡

おう

海
み

ユニバーサルデザイン行動指針」（2023 年（令和 5 年）
10 月改定）により、多様な人々の違いを認め合い、一人ひとりが尊重され、その人らしく活

かつやく

躍できるとともに、互
たが

いに支え合い、だれ一人取り残さない社会を実現する取組を進めています。また、2019 年（平成 31 年）3月に
は、障害のある人もない人も、お互

たが

いにその人らしさを認め合いながら共に生きる社会（共生社会）の実現を目指して、
「滋

し

賀
が

県
けん

障害者差別のない共生社会づくり条例」を制定しています。 9



住
す

んでいる場
ば し ょ

所って大
だ い じ

事なこと？

部
ぶ ら く さ べ つ

落差別（同
ど う

和
わ

問
も ん だ い

題）を取
と

り巻
ま

く状
じょうきょう

況
　１９６９年 ( 昭和４４年 ) に「同和対策事業特別措置法」が施

しこ う

行されて以来３３年間、県では、同和問題の抜
ばっぽん

本
的
てき

解決を図るため、特別対策を総合的かつ計画的に推進してきました。その結果、生活環境の改善を中心に相当
の成果を収め、様々な面で存在していた較

かく さ

差も大きく改善されました。このため、平成１４年度 ( ２００２年度）
以降は、なお残された課題については、一

いっぱん

般対策により取り組むこととしました。
　しかしながら、今日においても差別的な発言や落書きがされるなどの事案が存在しているほか、近年ではイン
ターネット上で特定の地域を同和地区であることを明示するなど、差別の助長・拡散につながるような事案など
も発生しています。
　こうした状

じょうきょう

況を背景として、２０１６年（平成２８年）１２月には、部落差別のない社会を実現することを目
的として「部落差別の解消の推進に関する法律」（部落差別解消推進法）が施

しこ う

行されました。

　インターネット上などでは、出身地や住んでいる場所に対する根
こん

拠
きょ

の無い差別的な情報が存在しています。こういったものに影
えいきょう

響されて、
将来の友人やパートナーと出会う機会を失ってしまうことや自らがや
りたいことができなくなることは良いことでしょうか。
　私たちは、誰

だれ

であろうと親や生まれる場所を選ぶことはできません。
　本人に責任のないことで差別をされることはおかしいと思いませんか。

○○に引っ越そうと思うんだけど、
どんなところかな。 友だちが住んでいてよく行くけど、

とても良いところだよ

部
ぶ ら く さ べ つ

落差別（同
ど う

和
わ

問
も ん だ い

題）

正しく学んで行動する
ことが大切なのだー。
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　同和問題の解決に向けて、特別措
そ ち

置法や長期計画などに基づいて各種の施
しさく

策を
総合的・計画的に進めてきました。その結果、住宅や道路などの生活環

かんきょう

境は大き
く改善されましたが、結

けっこん

婚などの場面における差別意識は、今なお残っています。
　県では、1997年（平成9年）に「今後の同和行政に関する基本方針」を
策定し、また、滋賀県人権施

しさく

策推進計画（2024年（令和６年７月）改定）では、
部落差別（同和問題）を重要な課題の一つとして位置付け、残された課題の
解決に向けて積極的に取り組んでいます。

差
さ べ つ

別を残
の こ

しているのは、一
ひ と り

人ひとりの意
い し き

識です
　1975年（昭和50年）の部落地名総

そうかん

鑑事件※から40年以上たちますが、
購
こうにゅう

入を考えている土地が同和地区であるかどうかを問い合わせるような行
こう

為
い

は依
いぜ ん

然としてなくなっていません。
　「同和問題のことなど口に出さず、そっとしておけば、差別は自然にな
くなる」というのは、差別を受けている人たちに我

がま ん

慢を強いるもので、結
果的に差別を温存させる誤った考え方です。
　また、あいまいな情報やうわさ話によって差別意識が広がってしまうこ
とがあります。

同
ど う わ も ん だ い

和問題を正
た だ

しく学
ま な

び、偏
へ ん け ん

見をなくしましょう
　子どもの時にマイナスのイメージで入ってきた意識は、大人になっても
なかなか払

ふっしょく

拭できないことが多くあります。家庭や学校で、子どもたちが
同和問題を正しく学ぶことが、部落差別を温存する社会意識を変える大き
な力となります。
　部落の歴史についての研究が進み、小学校や中学校での教科書の記述も
変わってきました。低い身分におかれ差別を受けてきたという部落の歴史
から、人間らしい生き方を求めて差別をなくすために闘

たたか

ってきた歴史や、
医
いりょう

療・芸能・工芸などで優れた文化を残し、社会の発展に貢
こうけん

献してきた歴
史の学習へと変わってきています。
　子どもも大人も、同和問題について正しく学び、偏

へんけん

見をなくす行動へつ
なげていくことが大切です。

部
ぶ ら く さ べ つ

落差別（同
ど う

和
わ

問
も ん だ い

題）
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お互いを知ることでもっ
と仲良くなれるのだー。

ちがいを認
み と

め、共
と も

に生
い

きる

外
が い こ く じ ん

国人の人
じ ん け ん

権を取
と

り巻
ま

く状
じょうきょう

況
　滋賀県には、２０２４年 ( 令和６年 ) １２月末現在、世界の９７か国・地域、約４１，０００人の外国人の
方が住んでおり、これは県民全体の約３％にあたります。そして、その内訳はベトナム２５．９％、ブラジル
２１．６％、中国１１．０％などとなっており、その多くは、就労のために日本に来て私たちの生活を支えています。
　２０１９年（平成３１年）４月には「出入国管理及び難民認定法」が改正され、在留資格「特定技能」による
外国人材の受入れが開始されたことから、県内でも近年ではベトナムやインドネシア、ミャンマー国籍の人が増
加するなど、多国籍化の傾向が見られており、今後、更なる多国籍化の進展や言語や文化、習慣などが異なる様々
な外国人住民の滞在の長期化・定住化が進むものと考えられます。
　このような状況のなか、滋賀県で働き、暮らし、学ぶすべての人が、国籍などのちがいにかかわらず、相互に
人権と個性を尊重しながら、多様性を生かして活躍できる地域社会を築いていくことが大切です。

　異なる国の異なる文化を知ることで、偏
へんけん

見や差別が減少し、その
結果、互

たが

いに支え合い、多様な背景を持つ人々が安心して生活でき
る社会環

かんきょう

境が整うことにつながります。
　多文化共生は誰

だれ

もが暮らしやすい社会の基
きば ん

盤となるものです。多
文化共生を実現するため、私たちは、文化等のちがいを学び、尊重
することが重要であるとの認識を持つことが必要です。

お花見の文化って
素敵だね

初めて食べたけど
おいしいね

こんな楽しい遊び
知らなかった！

うちの故郷の
料理も最高だよ
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　外国人住民を含
ふく

むすべての県民が国
こくせき

籍や文化のちがいなどにかかわらず
互
たが

いに認め合い、人権を尊重し合いながら、地域社会の一員として生活す
ることができる社会をめざしています。
　「滋

し

賀
が

県
けん

多文化共生推進プラン」(2025 年（令和 7年）3月改定）により、
行政はもとより、国際交流協会、市民活動団体など、さまざまな担い手と
連
れんけい

携・協働を図りながら、外国人住民とともに暮らす地域づくりに向けて
取組を進めています。

多
た

文
ぶ ん か

化共
き ょ う せ い

生社
し ゃ か い

会づくりに向
む

けて
　外国人住民には、言葉が通じなくて、病気になったときにうまく状態を伝えられない、子どもの学校からの連
絡がきちんと保護者に理解されないなどの「言葉の壁

かべ

」、習慣や宗教が違
ちが

うことから近
きんりん

隣の住民とのトラブルにな
る「文化の壁

かべ

」、外国人というだけで賃貸住宅への入居を拒
きょ ひ

否されたりする「心の壁
かべ

」、就職や教育などにかかわ
る「制度の壁

かべ

」などの課題があります。
　このような課題の解決には、生活にかかわる情報が等しく提供されること、福

ふく し

祉・保健 · 医
いりょう

療分野などの制度の
充
じゅうじつ

実、企
きぎょう

業の理解・協力などが重要です。さらに、外国人住民の暮らしを支える市民グループの取組も大きな役
割を担っています。

やさしい日
に ほ ん ご

本語
　「やさしい日本語」は阪神・淡路大

だいしんさい

震災をきっかけに考えられました。特に緊
きんきゅう

急時
じ

は、日本語の理解が難しい外
国人にも、早く、正しく情報を伝える必要があるからです。実際に、２０２４年１月に発生した能登半島地

じし ん

震の
際には、テレビ画面に「つなみ　にげて」といった「やさしい日本語」の案内が表示されました。

お互
た が

いに理
り か い

解を深
ふ か

める
　少子高

こうれいか

齢化が進み、人口が減少している一方で、外国人住民は年々増加しています。日本人も外国人住民も同
じ地域社会で共に生き、共に支え合うという意識を持つことが、より重要となっていきます。
　外国人住民が日本社会やその習慣への理解を深める機会が十分に提供されることや地域活動への理解や参加を
していくこととともに、日本人も国際交流や外国語や文化の学習機会等を通じて、多文化共生の意識づくりをし
ていくなど、互

たが

いに理解を深めていく必要があります。

H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

36,158

45,000

40,000 39,366
41,475

10,742人
（25.9％）

4,555人
（11.0％）

3,871人（9.3％）
韓国・朝鮮

3,358人（8.1％）

1,529人（3.7％）

2,782人（6.7％）

5,684人（13.7％）

2024年12月末

8,954人
（21.6％）

41,475
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病
び ょ う き

気を正
た だ

しく理
り か い

解をしよう

患
か ん じ ゃ

者および感
か ん せ ん し ょ う

染症に関
か ん

する人
じ ん け ん

権を取
と

り巻
ま

く状
じょうきょう

況
　難病患

かんじゃ

者、エイズ患
かんじゃ

者・ＨＩＶ感染者、肝
かんえん

炎患
かんじゃ

者、ハンセン病患
かんじゃ

者等に対して、不十分な知識や誤解から、今
なお偏

へんけん

見や差別が存在します。特に、ハンセン病療
りょうようじょ

養所入所者等については、長期間にわたる療養生活や、高
こうれい

齢
であること、後

こういしょう

遺症を有していることなどから、社会復帰が困難な状
じょうきょう

況となっています。
　また最近では、新型コロナウィルス感

かんせんしょう

染症の拡大に際して、様々な人に対する偏見や差別などの被害の発生や、
感
かんせんしょう

染症に関する誤った噂やデマに基づく風評被害の発生などがあり、大きな社会問題となりました。
　こうしたことから、さまざまな病気に対する正しい知識を得ることが大変重要となっています。

　このほか、少子・高齢化の一層の進行、がんや認知症患
かんじゃ

者の増加などの疾
しっぺい

病構造の変化、医
いりょう

療技術・情報化の
進展などにより、健康や病気に関する県民のニーズは多様化・高度化しており、患

かんじゃ

者の人権を尊重した質の高い
医
いりょう

療の実現や、患
かんじゃ

者と医
いりょう

療関係者の望ましい関係の構築が求められています。

　患
かんじゃ

者の人権を尊重するためには、病気について正しく理解をする
ことが不可欠です。　
　誤った知識はその病気にかかった人やその家族、さらには治

ちりょう

療に
携わる医

いりょう

療関係者に対する偏
へんけん

見や差別を助長することにつながりま
す。また、誤った知識は、病気の予防や早期の発見・治

ちりょう

療の妨げと
なることもあります。
　このため、公的な機関、専門家が提供する情報から、まずは病気
について正しく理解することが重要です。

これって間違った
情報だよね…

ハンセン病は
不治の病
なんだって

HIVって
近づくだけで
感染するらしい

感染した人って
だらしない人
だよね

患
か ん じ ゃ

者および感
か ん せ ん し ょ う

染症に関する人
じ ん け ん

権

正しく理解し、冷静
に対応することが
大事なのだー。
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　さまざまな病気や患
かんじゃ

者への理解を深めるための啓
けいはつ

発を進めています。だれもが
安心して医

いりょう

療を受けられ、患
かんじゃみずか

者自らが主体的に医
いりょう

療に関われるよう、また、医
いりょう

療機
関における患

かんじゃ

者へのサービスや医
いりょう

療の質の向上をめざし「医
いりょう

療安全相談室」を設置
しています。また、HIVについては、専用の電話相談窓口を設けています。

ハンセン病
びょう

と隔
か く り せ い さ く

離政策
　ハンセン病は、らい菌

きん

による感
かんせんしょう

染症ですが、らい菌
きん

の病原性は弱く、仮に感染しても発病する可能性は極めて
低い上、現在では有効な治

ちりょうやく

療薬が存在し、早期の治
ちりょう

療により障害を残すことなく治る病気です。しかし、日本で
は 1907 年（明治 40 年）から、患

かんじゃ

者に対して療
りょうようじょ

養所への隔
か く り

離政策がとられ、1996 年（平成 8年）に廃止さ
れるまで約 90年間続きました。
　この隔

かく り

離政策は、人々にハンセン病に対する誤った考えをうえつけ、患
かんじゃ

者や家族に対する差別や偏
へんけん

見を生み出
すことになりました。そのため、療

りょうようじょ

養所への入所者は家族との関係を絶つことを余儀なくされました。隔
かく り

離政策
による人権侵

しんがい

害に対して元患
かんじゃ

者らが国を相手取って起こした訴
そしょう

訟では、2001 年（平成 13 年）5月に熊
くまもと

本地裁
が国の隔

かく り

離政策の違
いほ う

法性を認め、国家賠
ばいしょう

償を命じる判決を出し、その結果、国も責任を認めました。
　2008 年（平成 20 年）6 月に「ハンセン病問題の解決の促

そくしん

進に関する法律」が成立し、ハンセン病元患
かんじゃ

者
の福

ふ く し

祉の増進や名
めい よ

誉の回復など、ハンセン病問題の解決に向けた取組が進められていますが、療
りょうようじょ

養所の入所者は
高
こうれい

齢で身寄りがないことや、今なお残る社会の偏
へんけん

見により、病気が完治しても社会復帰が難しい状
じょうきょう

況にあります。
また、2019 年（令和元年）11月には、元患者家族等の名誉の回復および福祉の増進を図るため、「ハンセン病
元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律」が制定されました。
　2003 年（平成 15 年）には元患

かんじゃ

者の宿
しゅくはく

泊を拒
き ょ ひ

否する事件も起きています。私たち一人ひとりが、元患
かんじゃ

者が社
会復帰しやすいように、病気に対して正しく理解し、偏

へんけん

見や差別をなくすようにつとめることが求められています。

エイズ／ＨＩＶについての正
た だ

しい理
り か い

解を
　エイズは、HIV というウィルスによって引き起こされる病気で、わが国ではエイズ患

かんじゃ

者・HIV 感染者が近年増
加に転じています。しかし、感染力は弱く、主な感染経路は、性的感染、血液感染、母子感染であり、予防が可
能です。また、検査を受けて早期発見・早期治

ちりょう

療することにより発
はっしょう

症を遅
おく

らせ、他の慢
まんせいしっかん

性疾患と同じようにコン
トロールが可能となっています。エイズという病気について正しく理解し、エイズ患

かんじゃ

者や HIV 感染者に対する
偏
へんけん

見や差別を取り除いていくことが求められています。

新
あ ら

たな感
か ん せ ん し ょ う

染症に関
か ん れ ん

連したさまざまな人
じ ん け ん し ん が い

権侵害
　2020 年（令和 2年）より感染が拡大した新型コロナウイルス感染症に関しては、患

かんじゃ

者やその家族だけでな
く、治療にあたる医療従事者等にも偏

へんけん

見や差別による被害が発生しました。こうした人権侵害を防止するためには、
病気に関する正しい知識の普及 ・啓発を図ることが必要です。

患
か ん じ ゃ

者および感
か ん せ ん し ょ う

染症に関する人
じ ん け ん

権
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社会全体での理解や
支援が大切なのだー。

みんなで支
さ さ

えよう

犯
は ん ざ い

罪被
ひ が い し ゃ

害者等
と う

の人
じ ん け ん

権を取
と

り巻
ま

く状
じょうきょう

況
　犯罪被

ひがいしゃ

害者等は、犯罪等による直接的な被
ひが い

害だけではなく、事件による精神的ショックや身体の不調、医
いりょうひ

療費
の負担や失職などによる経済的困

こんきゅう

窮、捜査・裁判による精神的・時間的負担、周囲の人々の無責任なうわさ話や
メディアの過

かじょう

剰な取材によるストレスなど、被
ひ が い ご

害後に生じる二次的被
ひが い

害にも苦しめられています。二次的被害な
どによる犯罪被

ひがいしゃ

害者等が抱える課題は深刻かつ多様で、多くの分野にわたる支
しえ ん

援を犯罪被
ひがいしゃ

害者等の視点に立って
途
と ぎ

切れることなく実施することが必要です。
　また、近年では社会の様々な場面で、被

ひがいしゃ

害者の性別を問わず、性犯罪・性暴力被
ひが い

害の発生・増加が大きな問題となっ
ています。性犯罪・性暴力は被

ひがいしゃ

害者の心身に回復困難な被
ひが い

害を生じさせるものであることから、その未然防止を
図るとともに、被

ひがいしゃ

害者一人ひとりに寄り添
そ

ったきめ細かな支
しえ ん

援を行うことが特に重要となっています。
　これら支

しえ ん

援のためには、地域全体で見守り、支えていくことが大切です。

　犯罪被
ひがいしゃ

害者やその家族または遺族は、ある日突
とつぜん

然、犯罪などの
理
り ふ じ ん

不尽な行
こ う い

為により身体を傷つけられたり、家族の命を奪
うば

われるな
どの直接的な被

ひが い

害を受けるだけではなく、被
ひ が い ご

害後に生じるさまざま
な二次的被

ひが い

害にも苦しめられています。
　犯罪被

ひがいしゃ

害者とその家族が、一日も早く平穏な生活を取り戻すこと
ができるよう、地域や社会全体で支えていくことが大切です。
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SATOCO について
　『SATOCO（性暴力被害者総合ケア ワ
ンストップ びわ湖）』は、性暴力の被害に
あわれた方をワンストップで支援するシス
テムです。24 時間 365日つながり、性
別にかかわらず、相談を受け付けています。
　TEL：090-2599-3105

犯罪被
ひが い

害給付制度、被
ひがいしゃ

害者連絡制度、再被
ひが い

害防止・
保護対策、犯罪被

ひがいしゃ

害者等カウンセリング制度、捜
そう さ

査
段階での負担軽減対策、診断書料等の公費負担など

電話相談・面接相談の実
じ っ し

施、関係機関等への付き
添
そ

い・書類作成等の直接的支
しえ ん

援　など

　犯罪被
ひがいしゃ

害者等
とう

基本法の制定および犯罪被
ひがいしゃ

害者等基本計画の策定を受け、
2007年（平成19年）に「滋

し

賀
が

県
けん

犯罪被
ひがいしゃ

害者支
しえ ん

援施
し さ く

策の取組指針」を策定し、
関係部局が連

れんけい

携して支
しえ ん し さ く

援施策を推進してきました。
　2018 年（平成 30年）4月に「滋

し

賀
が

県
けん

犯罪被
ひがいしゃとう

害者等支援条例」を施行し、
同年 10月には「滋

し

賀
が

県
けん

犯罪被
ひがいしゃ

害者等
とう

支
し え ん

援推進計画」（改定：令和 4年 3月）
を策定しました。また、2024 年（令和６年）８月には県内全ての市町と
（公社）おうみ犯罪被

ひがいしゃ

害者支
しえ ん

援センターとで犯罪被
ひがいしゃ

害者等支
しえ ん

援のための連
れんけい

携
協定が結ばれました。犯罪被

ひがいしゃとう

害者等が一日も早く平穏な暮らしを取り戻す
ことができるよう、県民総ぐるみにより犯罪被

ひがいしゃとう

害者等一人ひとりに寄り添っ
たきめ細かな支

し え ん

援に取り組み、犯罪被
ひがいしゃとう

害者等を社会全体で支えることで、
安心して暮らすことができる滋

し が

賀の実現を目指しています。

犯
は ん ざ い

罪被
ひ が い し ゃ

害者等
と う

支
し え ん

援のための取
と り く み け い か

組経過
　1980 年（昭和 55年）の「犯罪被

ひがいしゃ

害者等
とう

給付金支給法」の制定により、犯罪被
ひが い

害給付制度が創設されたことが、
犯罪被

ひがいしゃしえん

害者支援のための施
しさ く

策のはじまりといわれています。
　その後、警察庁における被

ひがいしゃ

害者対策要綱（1996 年（平成 8年））の策定や検察庁における被
ひがいしゃ

害者等
とう

通知制度
（1999 年（平成 11年））が導入され、2004 年（平成 16年）12月には「犯罪被

ひがいしゃ

害者等
とう

基本法」が制定され、
犯罪被

ひがいしゃ

害者等
とう

施
し さ く

策の推進の基本的な方向が定められました。その後、5次にわたり「犯罪被
ひがいしゃ

害者等
とう

基本計画」（改定：
2026 年 ( 令和 8年 )3 月）が策定されています。
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※ジェンダーアイデンティティとは
　自身の性別についてのある程度の一貫性を持った
認識を指すものと解されています。

性
せ い て き

的指
し こ う

向・ジェンダーアイデンティティ

性
せ い

の多
た よ う せ い

様性が認
み と

められる社
し ゃ か い

会へ

ＬＧＢＴなどを取
と

り巻
ま

く状
じょうきょう

況
　生物学的な性（からだの性）と性の自己意識（こころの性）とが一

いっ ち

致しない人、性的指向が同性に向かう人や同性・
異性の両方に向かう人などは、周囲の無理解や偏

へんけん

見、差別等にさらされ、苦しさや生きづらさを抱
かか

えていること
があります。
　令和３年度県民意識調査では、「ＬＧＢＴなどに関する事

ことがら

柄で、人権上、特にどのようなことが問題だと思うか」
をたずねたところ、「様々な性のあり方に関する理解や認識が十分でないこと」と答えた人の割合が最も高いとい
う結果となっています。
　また、２０２３年（令和５年）６月には、性的指向・ジェンダーアイデンティティ※の多様性に寛

かんよう

容な社会の実
現に資すること等を目的として、「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進
に関する法律」が制定、施

しこ う

行され、性の多様性への理解を増進するための取組を進めていくこととされました。
　こうした状

じょうきょう

況を踏
ふ

まえ、誰もが自身の性のあり方を尊重され、自分らしく生きることができるよう、性の多様
性に関する理解を社会全体で深めていく必要があります。

　生まれてきたときの性別である「からだの性」と自分が認識して
いる「こころの性」が、一

いっ ち

致しない人がいます。また、「男だから女
が好き」、「女だから男が好き」とは限りません。性のあり方は人に
よりさまざまです。一方的な見方で相手を判断してしまうのではな
く、多様性を受け入れることで誰

だれ

もが自分の性のあり方が尊重され、
自分らしく生きられる社会に、みんなでしていきましょう。

性も人それぞれ色々
あって良いのだー。
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性
せ い て き

的指
し こ う

向・ジェンダーアイデンティティ

多
た よ う

様な性
せ い

●からだの性：生
せいぶつがくてき
物学的な性

●こころの性：性
せい
　 自

じ
　 認

にん

	 （ジェンダーアイデンティティ）
●好きになる性：性

せい
的
てき
指
し
向
こう

●見た目の性：性
せい
　 表

ひょう
　 現

げん

　私たち人閻は、だれ一人として同じ人はいませ
ん。顔や性格、体つきなどがみんな違うように、「性
のあり方」も人それぞれ違

ちが

います。そして、だれ
もが、自分の「性のあり方」を尊重される権利を持っ
ています。

多
た よ う

様な性
せ い

について考
かんが

える
　最近では、「LGBT」という言葉がよく使われるようになってきました。調査方法などによっても異なりますが、 
LGBT などに該当する人たちは国立機関の調査※１では 3.5％、民間企業の調査※２では 9.7％と発表されています。
今まで気づいていなかったり、知らなかっただけかもしれません。
　性のあり方に対する世間の理解はまだ十分ではないため、周囲の偏

へんけん

見や誤解をおそれて本当の自分を打ち明けられ
ず、学校で、職場で、社会でさまざまな生きづらさを抱え、苦しんでいる人がいることを理解することが必要です。
※１家族と性と多様性にかんする全国アンケート（国立社会保障・人口問題研究所、2023）、※２電通 LGBTQ+調査2023

多
た よ う せ い

様性が認
み と

められる社
し ゃ か い

会
　人に個性があるように「性のあり方」もさまざまであることを理解し、笑いのネタにしている人や、侮

ぶじょく

辱したり、
傷つくような言葉を使っている人がいたら、「それはよくない」と伝えていきましょう。たとえ傷ついていても、
本人が声をあげるのは難しいものです。だれもが自分らしい生き方を尊重され、安心して過こすことができるよ
うな多様性に寛

かんよう

容な社会の実現が求められています。
　また、カミングアウト（性的指向やジェンダーアイデンティティなどについて告白したり、公にすること）さ
れることがあれば、それはあなたを信

しんらい

頼してのことです。しっかりと本人の気持ちを聴
き

くとともに、アウティン
グ（本人の了

りょうかい

解を得ずに性的指向やジェンダーアイデンティティを他人に暴
ばく ろ

露する行
こ う い

為）は絶対に行わないよう
にしましょう。
　どうしてほしいかは人によって違

ちが

います。「困ったことがあれば支える」という姿勢が大切です。

　2024 年（令和 6年）7月に改定した「滋
し

賀
が

県
けん

人権施
し さ く

策推進計画」に
基づき、LGBT など性の多様性に対する社会の理解の増進を図るための
啓
けいはつ

発を進めるとともに、生活上の困り事・生きづらさの解消や性の多
たようせい

様性
の理解増進を図るため、2024 年（令和６年）９月より「パートナーシッ
プ宣

せんせい

誓制度」を開始しました。
　また、自身の性のあり方についての悩みを抱える児童 • 生徒に対しては、
学校においてきめ細やかな対応が必要なため、児童 • 生徒の心情等に配

はいりょ

慮
した相談・支

しえ ん

援等の取組を進めています。
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インターネット上には
間違った情報が

たくさんあるのだー。

その情
じ ょ う ほ う

報、本
ほ ん と う

当のこと？

インターネット上
じょう

の人
じ ん け ん

権侵
し ん が い

害を取
と

り巻
ま

く状
じょうきょう

況
　高度情報化の進展の中で、スマートフォンやＳＮＳの普

ふきゅう

及等により、情報の収集・発信やコミュニケーション
における利便性が大きく向上する一方、情報発信の匿

とくめいせい

名性を悪用した他人への誹
ひぼう 


謗中

ちゅうしょう

傷、名
め い よ

誉やプライバシーの
侵
しんがい

害、個人や集団にとって有害な情報の掲
けいさい

載など、インターネット上の人権侵
しんがい

害が深刻化しています。これらを
背景とした法的対応等もされていますが、インターネット利用に起因したトラブルや犯罪に意図せず巻き込まれ
る危険性はいまだにあります。
　また、ＳＮＳ等を利用した誹

ひぼう 


謗中

ちゅうしょう

傷や違法ダウンロード、児童買春、児童ポルノなど、子どもが巻き込まれる
事案が多く発生しています。
　誰もがインターネット上の人権侵

しんがい

害の加害者にも被
ひがいしゃ

害者にもならないようにするため、インターネット利用に
関するルールやマナー、個人のプライバシーや名

めい よ

誉に関する正しい理解、情報リテラシーの向上について誰もが
強く意識していく必要があります。

　今や生活に欠かせないインターネット。その便利さとは裏腹にイ
ンターネット上での人権侵

しんがい

害が大きな問題となっています。
　誰

だれ

かを意図的に傷つける名
め い よ き そ ん

誉棄損や誹
ひぼう 


謗中

ちゅうしょう

傷のほかに、誰
だれ

かを傷
つける意図が無くとも悪質な投

とうこう

稿をリポストやシェア等することで
結果的に誤情報、偽情報あるいは個人情報の拡散に加担するといっ
た問題も出てきています。
　私たちは、インターネットを利用するにあたってのルールやマナー
を学び、また、相手の人権を尊重して利用する必要があります。

本当かどうか
分からないのに、
拡散したらダメだよね

SNSで、被災地で
外国人の窃盗団が
多数発生しているって
拡散されてる

インターネット上の人
じ ん け ん し ん が い

権侵害
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インターネットをめぐる人
じ ん け ん し ん が い

権侵害や犯
は ん ざ い

罪の状
じょうきょう

況
　法務省の人権擁

よ う ご

護機関が令和 6年に新規に救済手続きを開始したインターネットをめぐる人権侵
しんぱん

犯事件数は
1,707 件で、前年からは減少しているものの依

いぜ ん

然高水準で推移しています。このうち、プライバシー侵
しんがい

害事案が
635 件、識別情報の摘

てき じ

示事案が 475 件、名
めい よ き そ ん

誉棄損事案が 329 件となっており、これらの事案で全体の 84.3％
を占

し

めています。

より高
た か

い人
じ ん け ん い し き

権意識を
　インターネット上は、決してその利用者だけに閉じられたものではなく、私たちの日常生活、現実社会に影

えいきょう

響
を及

およ

ぼします。「自分の名前や顔をだれにも知られることなく発信することができる」といった思
おもいこ

込みから、他人
の人権を傷つける内容の書

かき こ

込みをすることは、卑
ひれ つ

劣な行
こ う い

為です。また投稿者は特定することができます。匿
とくめいせい

名性
の高いインターネット上だからこそ、私たち一人ひとりの人権意識が問われます。インターネットを楽しく安全
に利用するためには、日常生活と同様、ルールやマナーを守ることが大切です。

インターネット上の人
じ ん け ん し ん が い

権侵害

インターネット上
じょう

で何
な に

が起
お

こっているのか
名
め い よ き そ ん

誉毀損や誹
ひぼうちゅうしょう

謗中傷

　だれでも自由に書
かきこ

込みができるインターネットの掲
けいじばん

示板や SNSなどで、差別的な内容の書
かきこ

込みが数多くみられます。
インターネット上では、誤った情報が瞬

しゅんじ

時に不特定多数の人に広まるため、差別を助長 ・拡散させることになります。な
お、2021年（令和3年）にはいわゆる「プロバイダ責任制限法」が改正され、誹

ひぼうちゅうしょう

謗中傷等の加害者情報の特定を
容易にするための新たな裁判手続きが設けられました。また、加害者への罰

ばっそく

則強化として２０２２年（令和４年）に刑法
が改正され侮

ぶじょく
ざ
い

辱罪の厳
げんばつか

罰化が行われました。さらに、２０２４年（令和６年）にはプロバイダ責任制限法が再度改正され、
情報流通プラットホーム対処法として２０２５年（令和７年）４月に改正施行され、大規模プラットフォーム事業者に対して、
権利侵

しんがい

害情報への対応の迅
じんそくか

速化や運用状況の透
とうめいか

明化が義務付けられるようになりました。

プライバシーの暴
ば く ろ

露、流
る ふ

布

　いたずらや嫌
いや

がらせなどの目的で、他人の氏名、住所、電話番号などの個人情報をインターネットの掲
けいじばん

示板やSNS
などに書

か

き込
こ

む人がいます。個人情報を勝手に公表することはプライバシーの侵
しんがい

害にあたり、人権を侵
しんがい

害するものです。

インターネット上の掲
けいじばん

示板や SNS などへの差別書
かき こ

込みは、近年、大きな
社会問題となっています。誹

ひぼ う

謗中傷や差別書
か き こ

込みの防止に向け、啓
けいはつ

発を行
うとともに、学校においても、メディア・リテラシーや情報モラルも含

ふく

め、
正しい利用についての学習を進めています。 21



一人ひとりがハラスメ
ントについてよく考え
てみるのだー。

ハラスメント

当
と う じ し ゃ

事者意
い し き

識を持
も

って理
り か い

解しよう

ハラスメントを取
と

り巻
ま

く状
じょうきょう

況
　ハラスメントとは「いじめ」や「嫌がらせ」を意味する言葉で、セクシュアルハラスメント（性的嫌がらせ（セ
クハラ））やパワーハラスメント（地位等を利用した嫌がらせ（パワハラ））など、相手の尊厳を傷つけたり、不
利益を与えたりする言動のことを指します。
　２０２０年（令和２年）には「女性の職業生活における活

かつやく

躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律」の
施
しこ う

行により、「労働施
しさ く

策総合推進法」や「男女雇
こよ う

用機会均等法」、「育児・介
かい ご

護休業法」が改正され、パワハラ防止
対策の法制化や、セクハラ等防止対策の強化が行われました。
　また、ハラスメントは職場で行われるものにとどまらず、社会の様々な場面で行われることがあり、マタニティ
ハラスメント（マタハラ）やカスタマーハラスメント（カスハラ）など、様々なハラスメントが次々と問題視さ
れるようになっています。
　こうしたハラスメントは、いずれも人権が尊重される社会の実現にあたっての大きな障

しょうへき

壁となるものであり、
一人ひとりが理解を進めていく必要があります。

　ハラスメントが起こる要因はいくつかありますが、個人間の意識
の差、無意識の偏

へんけん

見といったものが挙げられ、行
こういしゃ

為者本人がハラス
メントだと気づいていないことが多くあります。
　このようなことから、例えば職場であれば、自分たちの職場内で
起こりうる身近な事例について職員同士で話し合う機会を設けるこ
とで、意識の差、無意識の偏

へんけん

見の解消を図ることができます。
　ハラスメントは誰もが加害者になりうるものです。私たち一人ひ
とりが当事者意識を持って理解を進めていくことが大切です。

パワハラについて話し合ってみよう ○○っていう言い方だと
良いかもね！

昔、△△って
言われて

傷ついたことある！

思わず□□って
言ってしまいそうだから
気をつけないと

自分が良くても
相手にとって

嫌なことって多いよね

22



　滋
し

賀
が

県
けん

では、職場等でのハラスメントの発生を防止するため。滋
し

賀
が

労働局
等と連

れんけい

携し、広く県民を対象とした周知・啓
けいはつ

発に取り組むとともに、ハラス
メントは重大な人権侵

しんがい

害であるという意識の浸
しんとう

透を図るための教育・啓
けいはつ

発を
推進しています。

ハラスメント

職
し ょ く ば

場におけるハラスメントの防
ぼ う し

止
　パワハラやセクハラなどの職場におけるハラスメントについて、企業等による防止措

そ ち

置の義務についてが法律
で定められています。また、近年社会問題となっているカスタマーハラスメントについて、企業等に防止措

そ ち

置を
義務化する労働施

しさ く

策総合推進法の改正法が 2026 年（令和８年）12月までに施
しこ う

行される予定です。

職
し ょ く ば

場におけるハラスメントを防
ぼ う し

止するためには
■事業主の方針の明確化及びその周知・啓

けいはつ

発
■相談（苦情を含む）に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
■職場におけるハラスメントへの事後の迅

じんそく

速かつ適切な対応
■併

あわ

せて講ずべき措
そ ち

置（プライバシー保護、不利益取
とりあつか

扱いの禁止等）
※�このほか、職場における妊

にんしん

娠・出産等に関するハラスメント、育児・介護休業等に関するハラスメントについては、
　その原因や背景となる要因を解消するための措置が含まれます。

　事業主は、日頃から労働者の意識啓発等、ハラスメント防止対策の周知徹
てってい

底を図るとともに、相談しやすい相
談窓口となっているかを点検する等職場環

かんきょう

境に対するチェックを行い、特に未然の防止対策を十分に行う必要が
あります。また、職場においても、ハラスメントについて当事者意識を持ち、被

ひが い

害にあっている同
どうりょう

僚が何も対応
できていない場合は、当事者に代わり相談窓口や上司などに代わりに相談する必要があります。

ハラスメントの被
ひ が い

害にあったときは
　◎はっきりと意思を伝えましょう
　　・�我

が ま ん

慢したり、無視したりすると事態をさらに悪化させてしまうかもしれません。可能な限り「やめてください」
「私はイヤです」と、あなたの意思を伝えましょう。

　◎誰かに相談しましょう
　　・�一人で抱え込まず、家族や友人、職場の窓口などに相談しましょう。

職
し ょ く ば

場におけるハラスメント
パワハラ（パワーハラスメント）

　優
ゆうえつてき

越的な関係を背景にした業務上必要かつ相当な範
はん

囲
い

を超
こ

えた労働者の就業環
かんきょう

境が害される言動のこと。

マタハラ、パタハラ、ケアハラ
（妊

にんしん

娠 ･出産 ･育児休業 ･介護休業等に関するハラスメント）

　妊
にんしん

娠・出産した「女
じょ せい

性労働者」や育児休業等を申出・
取得した「男女労働者」等の就業環

かんきょう

境が害される業務
上の必要性に基づかない言動のこと。

セクハラ（セクシャルハラスメント）

　相手に不利益を与える、または相手の就業環
かんきょう

境等を
害する性的な言動のこと。

カスハラ（カスタマーハラスメント）

　顧
こきゃく

客等からの暴行、脅
きょうはく

迫、ひどい暴言、不当な要求
等の著しい迷

めいわく
こうい

惑行為のこと。
　（身体的な攻

こうげき

撃、威
いあ つ

圧的な言動、金銭補
ほしょう

償の要求など）
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みんなで考え、
準備しておくことが
大切なのだー。

困
こ ま

りそうなこと、みんなで話
は な

し合
あ

おう

災
さ い が い

害発
は せ い

生時
じ

の人
じ ん け ん も ん だ い

権問題を取
と

り巻
ま

く状
じょうきょう

況
　大規模な災害は、多くの命を危険にさらし、人々の暮らしを奪

うば

い、理
り ふ じ ん

不尽な苦しみを強
し

いるものです。
　２０１１年（平成２３年）３月に発生した東日本大

だいしんさい

震災および原子力発電所の事故では、避
ひな ん

難生活を強
し

いられ
た高

こうれいしゃ

齢者、障害者、女性、子ども、外国人等に対する配慮が欠けていたことが問題になったほか、放射線被
ひ

ばく
についての風評等に基づく差別的言動等も発生しました。また、２０２４年（令和６年）１月に発生した能登半
島地震では、ＳＮＳ上において、災害に便乗した偽

にせ

情報の流布や、悪質なデマの拡散等が見られました。
　こうした不確かな情報に基づいて他人を不当に扱ったり、偏見や差別を助長するような情報を発信したりする
行
こう い

為は、人権侵
しんがい

害にあたるだけでなく、避
ひな ん

難や救助、復興の妨げにもなりかねません。
　災害時においては、被

ひさいしゃ

災者の人権尊重の視点に立った対応や配
はいりょ

慮を行うことが一層必要となりますので、日頃
からの地域社会での準備が重要です。

　災害時には、高
こうれいしゃ

齢者、障害者、女性、子ども、外国人といった
配
はいりょ

慮が必要な人たちに配
はいりょ

慮をすることが、平時に比べより一層難し
くなります。
　このため、普

ふだ ん

段から、配
はいりょ

慮が必要な人たちの視点に立った避難所
運営について検討を行ったり、配

はいりょ

慮が必要な人たちとともに防災教
育、防災訓練等をしておくことにより、いざというときに対応がで
きるよう準備をしておくことが重要です。
　また、災害時の避

ひなんじょ

難所運営においては、例えば、限られた年齢層
の男性だけで議論することは避け、女性、高

こうれいしゃ

齢者、障害者、外国人
など多様な属性の住民が運営に参画することが重要です。

避難所に遊んだり
勉強できる場所が
欲しいな

この避難経路だと
階段があって困るな

日本語が分からなくても
避難できるようにして

欲しいな安心して
着替えられる
場所が欲しいわ

災
さ い が い は っ せ い じ

害発生時の人
じ ん け ん も ん だ い

権問題

24



　滋
し

賀
が

県
けん

では、避
ひ な ん

難行動要
ようしえんしゃ 

めいぼ

支援者名簿の整備、個別避
ひ な ん

難計画の策定および福
ふく

祉
し

避
ひ な ん

難所
しょ

の指定等、市町が要
ようはいりょしゃ

配慮者の避
ひ な ん

難支援に迅速・的確に対応できるよ
う支援するとともに、男女双方の視点に加え、性の多様性に関して配

はいりょ

慮が必
要な人などの視点に配

はいりょ

慮した避
ひ な ん

難所
しょ

運営等ができるような支援や、避
ひ な ん

難情報
等を要

ようはいりょしゃ

配慮者が的確に受け取れるよう、情報発信の充
じゅうじつ

実に努めるとともに、多言語版の啓
けいはつ

発資料の作成配布、防
災教育、防災訓練等を通じて、外国人県民等に対する防災知識の普

ふきゅう

及に努めています。
　また、「滋

し

賀
が

県
けん

地域防災計画」に基づき、市町や地域住民・自主防災組織等との連
れんけい

携を図りながら、要
ようはいりょしゃ

配慮者等
の視点に立った対策を推

すいしん

進し、災害時にもすべての人の人権が尊重される社会をめざしています。

要
よ う は い り ょ し ゃ

配慮者への支
し え ん

援について
　要

ようはいりょしゃ

配慮者とは、高
こうれいしゃ

齢者や障害のある方、医
いりょう

療などを必要とする在宅療
りょうようしゃ

養者、日本語が得意でない外国人、子ども、
妊
にんさんぷ

産婦など、災害が起きた時に特に配
はいりょ

慮を必要とする人たちのことです。

◎要配慮者への配慮の一例
（高

こうれいしゃ

齢者）
　・�「ゆっくり、ていねいに、具体的に」、文字や身

み ぶ

振り手
て ぶ

振り
を交えて分かりやすく伝える。

（障害者）
　・避

ひな ん

難経路の障害物を取り除きバリアフリーに努める。
（外国人）
　・�「やさしい日本語」による分かりやすい表現で必要な情報

を伝えるように工夫する。
（乳幼児）
　・母親がプライバシーの守られた場所で授乳できるようにする。

　災害発生時は、自分の身は自分で守る「自助」とともに、地域で互いに助け合う「共助」が重要です。1995 年（平
成 7年）に発生した阪

はんしん

神・淡
あわじ
だいしんさい

路大震災では、多くの方が家族や近所の住民等によって救出され、「共助」の重要
性が再認識されました。日

ひご ろ

頃から近所や地域であいさつや声かけなどを行い顔見知りの関係を築いておくことや、
身近な「要

ようはいりょしゃ

配慮者」の存在を知っておくことで、災害時の地域での助け合いが円滑になります。

災
さ い が い じ

害時における偽
に せ

・誤
ご

情
じ ょ う ほ う

報への対
た い お う

応について
　２０１６年（平成２８年）４月に発生した熊本地震では、ライオンが街を移動する画像とともに「動物園から
ライオンが放たれた」という嘘の情報がＳＮＳ上で拡散され、被災された方の不安や混乱をあおるような事態が
発生しました。
　また、国が作成した令和６年度の情報通信白書によれば、能登半島地震において、ＳＮＳは情報収集手段や安
否確認手段として寄与していた一方で、SNS 上では、迅速な救命・救助活動や円滑な復旧・復興活動を妨げるよ
うな偽・誤情報が流通したとされており、ＳＮＳ上で救助を求める投稿のうち、かなりの数で矛盾が見られたと
いう報告がされています。
　災害の発生時には、特にＳＮＳ上に数多くある偽・誤情報について、注意を払い、その真偽を確かめることを
心掛け、不確かな情報を安易に周囲へ共有しないことが大切です。

災
さ い が い は っ せ い じ

害発生時の人
じ ん け ん も ん だ い

権問題

「やさしい日本語」の例

①�至急、避難所に移動してください
⇒�すぐに避

ひなんじょ

難所（にげるところ）に行
い

って
ください

②�お子様のお名前をおっしゃってください
⇒子

こ

どもの名
なま え

前を教
おし

えてください
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企
き ぎ ょ う

業も人
じ ん け ん

権を尊
そ ん ち ょ う

重しよう

ビジネスと人
じ ん け ん

権を取
と

り巻
ま

く状
じょうきょう

況
　企

きぎょう

業が行う事業活動には、ハラスメントや差別、長時間労働など、様々な人権侵
しんがい

害が発生するリスクがあります。
人権侵

しんがい

害を防止・軽減するために、企
きぎょう

業に対して人権尊重を求める動きが国際的に加速しています。
　企

きぎょう

業の経済活動のグローバル化に伴
ともな

い、途
とじょう
こ
く

上国における強制労働や児童労働、環
かんきょうはかい

境破壊等の状
じょうきょう

況を背景に、
２０１１年（平成２３年）に国連の人権理事会で「ビジネスと人権に関する指導原則」（以下「指導原則」という。）
が全会一

いっ ち

致で支持されました。
　この指導原則に法的拘

こうそくりょく

束力はありませんが、すべての企
きぎょう

業に、人権を尊重した行動をとるよう求めています。
　国内においても、２０２０年（令和２年）に「『ビジネスと人権』に関する行動計画」、２０２２年（令和４年）に「責
任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」が策定されました。
　このように、近年では企

きぎょう

業による人権尊重の取組が重視されています。

　企
きぎょう

業が行う事業活動は、従業員や消費者、地域住民など様々な人
との関わりがあり、人権と密接に結びついていることから、企

きぎょう

業は
事業活動にかかわるすべての人の人権を尊重する必要があります。
　利益、売上高、給料といった既

きぞ ん

存の価値観だけではなく、人権と
いう切り口で企

きぎょう

業を見ることで、今までとは違った見え方ができる
かもしれません。

給料の良い会社に
就職したいな

これからの時代は、社員や取引先、
地域を大切にする会社かどうかも

重要視されるんだよ

ビジネスと人
じ ん け ん

権

人権を大切にしている
会社か調べてみよう。
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　滋
し

賀
が

県
けん

では、「ビジネスと人権」に関する国内外の状況を踏まえ、滋
し

賀
が

県
けん

においても、2024 年（令和６年）に改定した滋
し

賀
が

県
けん

人権施
し さ く

策推進計画に
項目を追加しました。
　また、事業者に対して、人権尊重の視点に立った企

きぎょう

業活動を推進するよう、
啓
けいはつ

発を行うこととしています。

企
き ぎ ょ う

業の責
せ き に ん

任として対
た い お う

応が求
も と

められる人
じ ん け ん

権リスク
　企

きぎょう

業は、自社はもちろん、取引先、顧
こきゃく

客、地域など自らと関わりを持つ人たちの人権を尊重する必要があります。
以下は、企

きぎょう

業のビジネスの中で生じる可能性がある人権リスクの一例です。
　これらリスクへの対応が不十分な場合、企

きぎょう

業イメージのダウンなど経営のリスクにつながります。

企
き ぎ ょ う

業に求
も と

められていること
　企

きぎょう

業が人権を尊重するためには、以下の取組プロセスを自主的に行うことが必要です。

ビジネスと人
じ ん け ん

権

企業が配慮すべき人権は多岐に渡りますが、ここでは人権問題の例と合わせてその一部を紹介します。

正社員
契約社員
派遣社員
パート
アルバイト

取引先の
従業員

顧客
地域住民
消費者

過剰・不当な労働時間

賃金の不足・未払

セクハラ・パワハラ

ジェンダーに関する人権問題

× 国籍を理由に賃金や労働
条件に差をつけられた。

外国人労働者の権利

×取引先内部でパワハラが発生した。
サプライチェーン上の人権問題

×顧客リスト内の個人情報が流出した。
プライバシーの権利

×正確な産地が表示されていない
消費者の安全と知る権利 × 工場の排水で健康被

害が生じた。

環境・気候変動に
関する人権問題

人
じ ん

権
け ん

尊
そ ん

重
ちょう

への取
と

り組
く

みプロセス
●人

じんけん
権方

ほうしん
針の策

さくてい
定

●人
じんけん
権デュー・ディリジェンス※の実

じ っ し
施

※企業が人権侵害のリスクを把握し、対応や予防策を講じる仕組みのこと

●人
じんけん
権侵

しんがい
害への対

たいおう
応、救

きゅうさい
済

人権デュー・ディリジェンスとは

説明・情報
開示

人権侵害の
リスクの特定

取組の実効性
の評価

人権侵害
の防止・軽減
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　私たちの身の回りには、社会的に弱い立場におかれていたりする
人々に対する偏

へんけん

見や誤解から生じるさまざまな差別があります。ま
た、興味本位の噂

うわさ

や心ない中傷などで名
め い よ

誉が傷つけられたり、生活
の平

へいおん

穏が侵
しんがい

害されたりすることもあります。
　さまざまな人権課題への理解を深め、偏

へんけん

見や差別をなくしていく
ことが大切です。

刑
け い

を終
お

えた人
ひ と

・保
ほ

護
ご

観
か ん さ つ ち ゅ う

察中の人
ひ と

等
と う

の人
じ ん け ん

権

　刑
けい

を終えた人、保護観察中の人やその家族に対する偏
へんけん

見や差別があり、特に就職や住居の確保などのときに差
別されることが多く、本人に更

こうせい

生意欲があっても社会復帰は難しい状況です。このため、保護司をはじめとする
更
こうせい

生保護や関係機関、団体、協力雇
こようぬ
し

用主等の民間事業者などによる支
しえ ん

援に加え、私たち一人ひとりが理解を深め、
地域社会の一員として円

えんかつ

滑な社会生活を営めるよう、偏
へんけん

見や差別をなくしていくことが大切です。

ヘイトスピーチ

　人種、国
こくせき

籍、思想など特定の属性を有する集団を貶
おとし

め、差別・排
はいせき

斥するなどの言動であるヘイトスピーチは、人々
に不安感や嫌

けんおかん

悪感を与えるだけでなく、人としての尊厳を傷つけたり、差別意識を生じさせたりすることになり
かねません。
　２０１６年（平成２８年）６月には「本

ほんぽうがい

邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関
する法律」（ヘイトスピーチ解消法）が施

しこ う

行され、特定の民族や国
こくせき

籍の人々を対象としたヘイトスピーチの解消に
向けた取組の推進が図られています。
　しかしながら、ヘイトスピーチは特定の民族や国

こくせき

籍の人々だけを対象としたものにとどまりません。昨今、特
にインターネット上において、障害のある人や被

ひ

差
さ

別
べつ

部
ぶ

落
らく

出
しゅっしんしゃ

身者、ＬＧＢＴ等の当事者など、民族・国
こくせき

籍以外の様々
な属性を有する人々を対象としたヘイトスピーチが大きな社会問題となっています。
　人権が尊重された社会の実現には、こうした言動は決して許されるものではないことを理解することが大切です。

人
じ ん し ん と り ひ き

身取引（性
せ い て き

的サービスや労
ろ う ど う

働の強
き ょ う よ う

要）

　性的搾
さくしゅ

取、強制労働等を目的とした人身取引（トラフィッキング）は、暴力や脅
きょうはく

迫などの手段を用いて、売春
や風

ふうぞくてん

俗店勤務、労働などを強要される犯罪であり、基本的人権を侵
しんがい

害する深刻な問題です。
　国においては、２０２２年（令和４年）に策定された「人身取引対策行動計画２０２２」に基づき、人身取引
の実態の把

はあ く

握、人身取引の防止・撲
ぼくめつ

滅および被
ひがいしゃ

害者の保護を推進するとともに、こうした取組について広報を行い、
被害に遭

あ

っていると思われる人を把
はあ く

握した際の通報を呼びかけるなど、関係省庁の協力による取組が進められて
います。私たちも人権を尊重するうえで人身取引が許されないものとして理解すること必要です。
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アイヌの人
ひ と び と

々の人
じ ん け ん

権

　アイヌの人々は、固有の言語や伝統的な儀
ぎし き

式・祭事、多くの口
こうしょう

承文学（ユーカラ）など、独自の豊かな文化を持っ
ていますが、近世以降のいわゆる同化政策などにより、今日では、その文化の十分な保存・伝

でんしょう

承が図られている
とは言い難

がた

い状
じょうきょう

況にあります。特に、アイヌ語を理解し、アイヌの伝統などを担う人々の高
こうれいか

齢化が進み、これら
を次の世代に継

けいしょう

承していく上での重要な基
きば ん

盤が失われつつあります。
　2019 年（令和元年）5月には「アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する
法律」が施行され、アイヌが日本の先住民族であることが法に明記されました。アイヌの人々の民族としての誇
りを尊重するとともに、偏

へんけん

見や差別を解消することが大切です。

拉
ら

致
ち

被
ひ

害
が い

者
し ゃ

等
と う

の人
じ ん け ん

権

　1970 年代から 1980 年代にかけて、多くの日本人が不自然な形で姿を消しましたが、これらの事件の多くに
は、北

きたちょうせん

朝鮮当局による拉
ら ち

致の疑いが持たれています。日本政府は、これまで 17 名を北
きたちょうせん

朝鮮当局による拉
ら

致
ち

被
ひ

害
がい

者
しゃ

と認定していますが、さらに、この他にも拉
ら ち

致の可能性を否定しきれないケースがあります。
　2002 年（平成 14 年）10 月に 5人の拉

ら

致
ち

被
ひ

害
がい

者
しゃ

が帰国しましたが、他の被
ひ

害
がい

者
しゃ

については、未
いま

だ北
きたちょうせん

朝鮮当
局から安否に関する納得のいく説明はありません。
　北

きたちょうせん

朝鮮当局による日本人拉
ら

致
ち

は決して許されない国家的犯罪行
こう い

為・人権侵
しんがい

害であり、北
きたちょうせん

朝鮮に残されているす
べての拉

ら

致
ち

被
ひがいしゃ

害者の安全を確保し、速
すみ

やかに日本に連れ戻
もど

さなければなりません。
　そのためには、私たち一人ひとりが関心を高めて認識を深め、国際社会とも協力して対応をしていくことが必
要です。
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個
こ

人
じ ん

情
じ ょ う ほ う

報の保
ほ ご

護

　社会のデジタル化の進展により様々な分野において大量の個人情報が保有され利用されています。これらの情
報は、プライバシー保護の観点から適正に利用される必要がありますが、企

きぎょう

業や行政機関などが保有する個人情
報が、不正アクセスなどにより大量に流出する事件が相次いで発生しています。こうした中、２０２１年（令和
３年）の個人情報保護法改正では、デジタル社会の進展に対応するための官民を通じた個人情報の保護と活用の
強化等が図られています。一方で、生成ＡＩ技術の発展により、SNS や卒業アルバムから取得した顔写真（個人
情報）を生成 AI で加工し、本人の承

しょうだく

諾なく性的な画像・動画（ディープフェイク）を作成・拡散が行われ深刻な
人権侵

しんがい

害につながる新たな問題が発生しています。
　私たち一人ひとりが、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報流出等による人権侵

しんがい

害の被
ひがいしゃ

害者にも加害者
にもならないようにすることが大切です。

　その他、孤
こど く

独・孤
こり つ

立、自殺問題、ひきこもり、依
いぞんしょう

存症、ホームレスなど様々な人権に関わる問題があります。
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月 ●月　日　　　 ◆週　間 記 念 日 等

●若年層の性暴力被害予防月間
◆発達障害啓発週間 (2日～8日）

	 2 日	 世界自閉症啓発デー
17日	 国際更生保護ボランティアの日
最終水曜日　国際盲導犬の日

●児童福祉月間
◆憲法週間 ( １日～ 7日）
◆児童福祉週間 (5 日～ 11日）

	 3 日	 憲法記念日

●外国人労働者問題啓発月間
◆男女共同参画週間 (23 日～ 29日）
◆ハンセン病を正しく理解する週間
	 (25 日を含む週（日曜日～））

	 1 日	 人権擁護委員の日
12日　児童労働反対世界デー
20日　世界難民の日
22日　らい予防法による被害者の名誉回復及び
	 追悼の日

●社会を明るくする運動強調月間
●滋賀県企業内公正採用 • 人権啓発推進月間
●再犯防止啓発月間
●青少年の被害・非行防止全国強調月間

	 1 日	 更生保護の日

	 6 日	 広島原爆忌
	 9 日	 長崎原爆忌
	 9 日	 世界の先住民国際デー

●滋賀県同和問題啓発強調月間
●がん征圧月間
●障害者雇用支援月間
◆自殺予防週間 (10 日～ 16日）
◆老人週間 (15 日～ 21日）
◆結核予防週間（24日～ 30日）
◆呼吸器感染症予防週間（24日～ 30日）

	 8 日	 国際識字デー
10日	 世界自殺予防デー
15日　老人の日
21日	 世界アルツハイマーデー

●高年齢者雇用促進月間
●臓器移植普及推進月間

	 1 日	 国際高齢者デー
第 1月曜日　世界ハビタットデー
	 （人の住居に関する記念日）

●オレンジリボン・児童虐待防止推進キャンペーン
●こども・若者育成支援推進強調月間
●犯罪被害者月間
●感染症を考える月間
◆女性に対する暴力をなくす運動(12日～25日）

第１木曜日　ネットいじめを含む、学校での
	 暴力といじめに反対する国際デー
11 日	 介護の日
20日	 世界こどもの日
25日	 女性に対する暴力撤廃国際デー

◆人権週間 (4 日～ 10日）
◆障害者週間 (3 日～ 9日）
◆北朝鮮人権侵害問題啓発週間(10日～16日）

	 1 日	 世界エイズデー
	 3 日	 国際障害者デー
10日	 人権デー

◆ライフ・イン・ハーモニー推進月間
◆防災とボランティア週間 (15 日～ 21日）
●多文化共生推進月間

17日	 防災とボランティアの日

28日	 世界希少・難治性疾患の日

●自殺対策強化月間
◆人種差別と闘う人々との連帯週間
　(21 日～ 27日）

	 8 日	 国際女性デー
21日	 国際人種差別撤廃デー
24日	 世界結核デー

国際的なもの…赤色　　　 全国的なもの…青色　　　 滋賀県独自のもの （ 下線あり ）
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　義足や人工関節を使用している
方、発達障害や精神障害、知的障
害のある方、内部障害や難病の方、
妊娠初期の方、または認知症の方な
ど、外見から分からなくても援助や
配慮を必要としている方々が、周囲
の方に配慮を必要としていることを
知らせることができるマークです。

パープルリボン 暴力根絶のシンボルマーク

　DVや虐待など個人間における
暴力をなくす運動のシンボルマー
クで、1994年にアメリカで始まり
ました。インターナショナル・パー
プルリボン・プロジェクトとして世界
40カ国以上で展開されています。
※女性に対する暴力をなくす運動
（11月12日～25日)

乳がんの早期発見·早期診断・早期治
療の大切さを伝えるシンボルマーク

　1980年代にアメリカで始まっ 
たピンクリボン運動は、世界に広 
まり、日本でも2000年頃から専
門医や外資系企業を中心に活動が 
始まり、 2003年からは毎年10月
にピンクリボンフェスティバルが開
催されています。

児童虐待防止のシンボルマーク

　児童虐待事件をきっかけに、平成17
年に栃木県小山市の市民団体が始め
た運動で、「子どもの虐待の現状を広く
知らせ、子どもの虐待を防止し、虐待を
受けた子どもが幸福になれるように」と
いうメッセージリボンです。
※オレンジリボン・児童虐待防止推
　進キャンペーン

「安全な母性」を推進するシンボル
マーク

　開発途上国の妊産婦と赤ちゃんの
命と健康を守る運動のシンボルマー
クで、1999年にホワイトリボン・アラ
イアンスという国際的なネットワーク
が作られ、世界110カ国から622の
国際機関、研究所、NGOなどの団体
が参加して活動しています。

エイズに対する理解と支援のシン
ボルマーク

　1980年代終わり頃、エイズが 
社会的な問題となってきたアメリカ
ニューヨークで始まった運動で、「エ
イズに関して偏見をもっていない、
エイズとともに生きる人々を差別し
ない」というメッセージリボンです。
※世界エイズデー(12月１日）

障害のある人びとの社会参加を推 
進していくためのシンボルマーク

　障害のある人々の、その人らしい
自立と社会参加をめざす運動のシン
ボルマークです。すべての人がとも
に生きる社会の実現をめざし、障害
者権利条約の内容を広く普及し、日
本での条約批准をめざしています。
※障害者週閻(12月3日～9日）

拉致被害者の救出を求めるシンボ
ルマーク

　NGO「北朝鮮に拉致された日本
人を救出する市民ネットワーク」の
提案で始まった、「北朝鮮による拉
致被害者の生存と救出を信じる」と
いう意思表示のためのリボンです。
※北朝鮮人権侵害問題啓発週問 
(12月10日～16日）

移植医療のシンボルマーク

　1980年代にアメリカで始まっ 
た世界的な移植医療普及のための
シンボルマークです。日本でも臓器
移植への理解と臓器移植への理解
と臓器提供意思表示カードの普及
の促進のための活動が行われてい
ます。
※臓器移植普及推進月間(10月）

ピンクリボン

ホワイトリボン オレンジリボン

イエローリボン レッドリボン

グリーンリボン ブルーリボン

イエローグリーンリボン 受動喫煙防止のシンボルマーク

　たばこの煙を吸いたくない」とい
う気持ちをさりげなく周りの人に伝
えるために、長崎県佐世保市民の
アイデアで誕生したシンボルマー
クです。

ゴールドリボン 小児がんへの理解と支援のシンボルマーク

　アメリカから始まったゴールドリ
ボン運動は、子どもたちは金のよう
に貴重な宝物であり、小児がんの
子どもたちに必要な医療やケア、
研究に輝かしい光を当てるという
メッセージが込められています。
※世界小児がん啓発月間（９月）
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た世界的な移植医療普及のための
シンボルマークです。日本でも臓器
移植への理解と臓器移植への理解
と臓器提供意思表示カードの普及
の促進のための活動が行われてい
ます。
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う気持ちをさりげなく周りの人に伝
えるために、長崎県佐世保市民の
アイデアで誕生したシンボルマー
クです。

ゴールドリボン 小児がんへの理解と支援のシンボルマーク
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　社会的運動に色つきのリボンを使うことはアメリカで発
はっしょう

祥したといわれており、現在、世界中でさまざ
まな色のリボン運動が実施されています。（このほかにも、多くのリボン運動があります。なお、リボン
の色は国によっては異なった運動のシンボルマークに使われているものもあります。）
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アンコンシャスバイアス

　アンコンシャス・バイアスとは、「無意識の思い込み」のことです。
「女性に理系の職業は向いていない」、「高

こうれいしゃ

齢者だからスマホは使えない」、「大学を卒業していない経営者の会社は
株価が伸

の

びない」など、性別や年
ねんれい

齢、学歴などに対して、知らず知らずのうちに偏った見方をしてしまうことが
あります。こうした思い込みが、採用や評価、人間関係に影

えいきょう

響を与えることがあるため、まずは気づくことが大
切です。

以下の話を読んでみてどう感じますか？

　“ある日、父親とその息子が車で出かけたが、途中で交通事故に遭
あ

ってしまった。
　運転していた父親と息子は別々の救急病院へ搬送された。息子が運ばれた救急病院の手術室で、運び込

こ

まれて
きた少年を見た外科医はこう言った。「この少年は私の息子です !」“

以上です。
さて、この話を違

い わ か ん

和感無く読むことはできましたか？
医師＝男性という思い込

こ

みがあると、この話に違
い わ か ん

和感を感じてしまいます。外科医は母親だったということです。
このような無意識の思い込

こ

みがアンコンシャスバイアスです。

マイクロアグレッション

　誰
だれ

かを傷つけたり、差別したりするなどの悪意はなくても、相手が傷つく結果となるような言動を「マイクロ
アグレッション」といいます。
　例えば、夫婦で共働きをしている女性が「旦

だん な

那さんが家事をしてくれるなんてうらやましい」と言われたとし
ます。一見すると褒

ほ

め言葉のようにも聞こえます。また、家事・育児の時間が女性配
はいぐうしゃ

偶者の方が長いことは統計
上でも示された事実です。しかしながら、この言葉を聞いて「母親が家事をするのが普通で、うちはおかしいの
かな」、「私だって仕事を頑

がん ば

張っているのに、夫が家事をして褒
ほ

められるのは…」というようなモヤモヤしたもの
を人によっては感じてしまいます。
　「気にしすぎではないか」、「そんなことで差別扱

あつか

いされたら話ができなくなる」といった意見もあるかと思いま
すが、このような大したことがないような言動を繰

く

り返し受けることで、ストレスや不快感、不平等感が蓄
ちくせき

積し、
結果的に傷ついてしまうことがマイクロアグレッションの特

とくちょう

徴です。
　マイクロアグレッションを防ぐには、自分自身の言動が、思い込

こ

みや決めつけによるものでないか、振
ふ

り返る
ことが必要です。

◇偏
へ ん け ん

見や差
さ べ つ

別をなくすために
　私たちの周りには、さまざまな情報があふれています。一部の情報に影

えいきょう

響されて、
根
こんきょ

拠のない理由や固定観念で物事を判断し、偏
へんけん

見や差別につながるものの考え方や行
動をしていることはないでしょうか。日々の生活の中で、一人ひとりがしっかり考え、
情報を正しく判断することが大切です。

人
じ ん け ん

権意
い し き

識を高
た か

め、すべての人
ひ と

の人
じ ん け ん

権が尊
し ん が い

重される社
し ゃ か い

会をつくりましょう
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◆障害者110番 ・・・・・・・・・・・・・・・・ TEL077-566-0110 

◆滋賀県立リハビリテーションセンター　更生相談係
 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ TEL077-567-7221

3541
児童相談所虐待対応ダイヤル

◆日野子ども家庭相談センター・・・TEL0748-36-1201

◆滋賀労働局雇用環境・均等室

高齢者・障害者の権利擁護に関わる相談
◆滋賀県権利擁護センター ・・・TEL077-567-3924
 ・・・FAX077-567-5160

福祉サービスの苦情に関する相談
◆運営適正化委員会（あんしん・なっとく委員会）
 ・・・TEL077-567-4107
 ・・・FAX077-561-3061

、ネパール語およびタイ語）

20

消費生活に関わる相談…………………
◆滋賀県消費生活センター ・・・TEL0749-23-0999
    月～金(祝日・年末年始を除く) 午前9時15分～午後4時

◆消費者ホットライン（最寄りの消費生活相談窓口につながります）
 ・・・TEL188

※この情報は、２０２６年（令和８年）３月時点の情報です。

令和８年（２０２６年） 

◆滋賀県犯罪被害者総合窓口
   （（公社）おうみ犯罪被害者支援センター）
 ・・・・・・・・・・・・・・・・TEL077-525-8103
   月～金（祝日・年末年始を除く）午前10時～午後4時

◆エイズに関する相談（県庁健康危機管理課)

◆ハンセン病に関する相談（県庁健康しが推進課)

36



 

◆障害者110番 ・・・・・・・・・・・・・・・・ TEL077-566-0110 

◆滋賀県立リハビリテーションセンター　更生相談係
 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ TEL077-567-7221

3541
児童相談所虐待対応ダイヤル

◆日野子ども家庭相談センター・・・TEL0748-36-1201

◆滋賀労働局雇用環境・均等室

高齢者・障害者の権利擁護に関わる相談
◆滋賀県権利擁護センター ・・・TEL077-567-3924
 ・・・FAX077-567-5160

福祉サービスの苦情に関する相談
◆運営適正化委員会（あんしん・なっとく委員会）
 ・・・TEL077-567-4107
 ・・・FAX077-561-3061

、ネパール語およびタイ語）

20

消費生活に関わる相談…………………
◆滋賀県消費生活センター ・・・TEL0749-23-0999
    月～金(祝日・年末年始を除く) 午前9時15分～午後4時

◆消費者ホットライン（最寄りの消費生活相談窓口につながります）
 ・・・TEL188

※この情報は、２０２６年（令和８年）３月時点の情報です。

令和８年（２０２６年） 

◆滋賀県犯罪被害者総合窓口
   （（公社）おうみ犯罪被害者支援センター）
 ・・・・・・・・・・・・・・・・TEL077-525-8103
   月～金（祝日・年末年始を除く）午前10時～午後4時

◆エイズに関する相談（県庁健康危機管理課)

◆ハンセン病に関する相談（県庁健康しが推進課)

37



2026年（令和8年）3月発行

滋賀県人権施策推進課
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「ジンケンダー」

この冊子に対するご意見・ご要望がありましたら下記までお願いします。
・大切な資源です。周りの人にも回覧していただくなど有効に活用してください。
・県では電子データの活用を推進しています。
 この冊子のデータは以下の県ホームページにも掲載されていますので、活用してください。

滋賀県人権施策推進課ホームページ「学習教材のご案内」
https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kurashi/zinken/300329.html
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